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◎ 開 会 の 宣 告

本日は全員の出席であります。◎議長（湯浅 亮君）

ただいまから、本日をもって招集されました平成１０年臨時第２回の新得町議会を開

催いたします。

（宣告 １５時０１分）

◎ 開 議 の 宣 告

ただちに会議を開きます。◎議長（湯浅 亮君）

議長において作成いたしました本日の議事日程は、別紙お手もとに配布したとおりで

あります。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。◎議長（湯浅 亮君）

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、１１番、渡邊

雅文君、１２番、藤井友幸君を指名いたします。

◎日程第２ 会 期 の 決 定

日程第２、会期の決定を議題といたします。◎議長（湯浅 亮君）

お諮りいたします。

今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。◎議長（湯浅 亮君）

よって、会期は、本日１日間と決しました。

◎ 諸 般 の 報 告

諸般の報告は、朗読を省略します。◎議長（湯浅 亮君）

別紙お手もとに配布したとおりでありますので、ご了承願います。

◎ 行 政 報 告

次に、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許し◎議長（湯浅 亮君）

ます。町長、斉藤敏雄君。

［町長 斉藤敏雄君 登壇］

３月４日定例第１回町議会以後の行政報告を行います。◎町長（斉藤敏雄君）

３月１１日には、株式会社トムラ登山レイク・インの取締役会並びに臨時株主総会が



開催をされました。これはレイク・インの社長であります、阿久津哲雄社長が退任をい

たしましたので、これに伴い役員の改選を行っております。代表取締役には川久保功氏

が、当面非常勤で就任することとなりました。

３月２０日には、レディースファームスクールの第２期の研修生の終了式が行われま

した。終了生のうち町内で４名が、引き続き酪農家等で２年目の実習に入る予定であり

ます。

３月２４日には、酪農畜産振興対策に関する中央要請に出席をしてまいりました。こ

れは平成１０年度の乳価等の価格要請であります。その後の決定では結果として、加工

原料乳の保証価格は４１銭引き下げでありまして、キログラム当たり７３円８６銭とな

りました。

また３月２６日には、町の当面いたします懸案の課題につきまして、道庁ほか陳情い

たしております。

３月の２６日には、上佐幌へき地保育所の休所式が行われました。これは設置基準の

５名未満に園児の数がなったことに伴ないまして、休所のやむなきにいたりました。昭

和３６年に開設されまして、当初は地域の婦人会等の運営によって、今日まで３７年間

続けてきたわけであります。この間の地域の皆様がたのご協力に対しまして、感謝申し

上げるしだいであります。

また３月３０日には、共働学舎のチーズが農水省の畜産局長賞を受賞いたしまして、

それの受賞記念式に出席をいたしました。

４月１日には、職員の人事異動に伴う辞令交付を行いました。この際に、本年も引き

続き道から１名の職員の派遣を受けました。主幹といたしまして、主に福祉対策の担当

をしていただく職員として、向こう２か年派遣を受けることといたしております。同じ

日、浄化センター維持管理業務以下２件の委託契約を行っております。

また４月３日には、レディースファームスクールの第３期の研修生の入校式を行いま

した。本年は１０名が入校いたしております。

４月８日には、新得高等学校の入学式が行われました。平成１０年度は定数を上回る

応募がございまして、２間口定数いっぱいの８０人が入学をいたしました。

９日には、懸案事項の要請ということで、十勝管内での関係機関へ要請をいたしてお

ります。

また４月１３日には、桜まつり実行委員会が開催をされまして、第５０回を迎えます

この記念の桜まつりの日を、５月１７日と決定をいたしました。

また４月１４日には、これも当面いたします町の懸案の課題につきまして、道庁のほ

うに要請に行ってまいりました。以上であります。

［町長 斉藤敏雄君 降壇］

◎日程第３ 議案第３０号 町税条例の一部を改正する条例の制定について

日程第３、議案第３０号、町税条例の一部を改正する条例の制◎議長（湯浅 亮君）

定についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。税務課長、小

森俊雄君。

［税務課長 小森俊雄君 登壇］

議案第３０号の町税条例の一部を改正する条例についてご◎税務課長（小森俊雄君）



説明を申し上げます。

９枚目を開いていただきたいと思いますけれども、提案理由といたしましては平成１

０年３月３１日地方税法の一部改正が行われましたので、これに伴いまして町税条例の

一部を改正しようとするものであります。改正内容についてご説明申し上げます。

まず第１９条の第４号の改正でございますけれども、これにつきましては公共事業等

により不動産の譲渡及び収用され、もしくは移転保証を受けたものがですね、これに変

わる不動産の取得として町長が認めた場合に、免除又は納付金の猶了期間を定めるもの

でございます。

次、２０条の改正は前の議会で条例改正お願いいたしまして、７３条の第２項が、７

２条の第２項になっておりますので、これを今回整理させていただきました。

次に第２５条の改正及び第２項の追加及び第２６条の第１項の改正につきましては、

現行の条例でいきますと、町民税の納税義務者が納税義務を町内に住所、居所、事務所

または事業所を有しない場合においてはですね、納税に関する一切の事務を処理するた

めに町内に居住する者のうちから、納税管理人を定めなければならないとなっておりま

すけれども、今回の改正では徴収に支障がないということで、町長が認めた場合には納

税管理人を定めなくてもよろしいと、そのほかに納税管理人については法人でもよく、

また更に町内でなくて町外の者でも、町長が承認したときには納税管理者を町外に定め

ることができますよということで、３つのかたちに分かれてございます。この改正につ

きましては、固定資産税関連の第６４条及び６５条、鉱産税の１０６条及び１０７条、

特別土地保有税の第１３２条及び１３３条も同じように改正になりますので、ご了解い

ただきたいと思います。

次に第５４条の第５項の改正でございますけども、これにつきましては土地区画整理

事業における密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律というのがござい

まして、これによって事業する場合につきましては、固定資産税の納税義務の免除の追

加規定でございます。第６１条の第９項の改正、これにつきましても７４条の２から７

４条に整理するものでございます。

次に第６４条の改正及び第２項の追加、第６５条第１項の改正も、さきほどご説明い

たしました町民税の納税管理者の改正と同じであります。

次に７９条の改正につきましては条文の中に「他」ということで漢字で書いてござい

ます。「但し」、「但し」書ということも漢字で書いてございますので、今回これをひ

らがなに直すということになってございます。

それと固定資産税台帳につきましては、縦覧時については、原本を縦覧に寄与してお

りましたけれども、今後プライバシーの関係もございますので、写しでも縦覧に寄与し

てよろしいですよということで改正になってございます。

次、第１０６条の改正及び第２項の追加、第１０７条の第１項の改正、これもさきほ

どご説明した町民税の納税管理者の改正と同様でございます。

次に第１３１条の第２項の改正につきましては、特別土地保有税につきましては、市

街化区域については、１０年の非課税の規定がございませんでしたけれども、この条例

の改正によりまして、市街化区域の土地においても１０年を経過した場合においては、

非課税にしますよということで条例が改正になります。それに伴いまして第２項及び第

５項の改正、これは改正でございますけれども、さきほどちょっとご説明いたしました

密集市街地における防災事業整備に関する法律によりまして、課税免除で、もう１つは



仮換地及び一時利用の場合に、その土地において収益があった場合にですね、収益のあ

った以後土地の所有者及び組合員に対して課税する条文は、追加になってございます。

次、第１３２条第１項及び第２項の追加、第１３３条第１項の改正もこれも町民税の

管理者の改正と同様でございます。

次、第１３６条の改正につきましては特別土地保有税の免税点の範囲の拡大というこ

とで、土地区画整理事業における土地区画整理事業及び土地改良法に基づく土地改良事

業が追加されてございます。

次に第１４０条の第２項の改正につきましては、当該土地が恒久的な建物に有効利用

されるまでの一定期間を、特別土地保有税の徴収を猶了することになってございます。

これが本文でございまして、次に附則のほうについて改正がございます。

第４条の第１項の改正につきましては、これは日本銀行法が改正になりまして、手形

の基準割引歩合ということになっておりましたけれども、手形割引率に読み替えられま

したので今回改正するものでございます。

次、第５条の第１項の改正でございますけれども、町民税の所得割の非課税額を３４

万円から３５万円に、１万円引き上げてございますけれども、これは現行の生活保護基

準が物価上昇によって上げていくわけでございますけれども、平成１０年になりますと

基準額が高くなりまして、税の対象になるという矛盾が出てきますので、これを１万円

引き上げまして課税免除するというかたちで、１万円引き上げてございます。

次に、第６条に次の１項を加えるということで、これの規定につきましては規模１０

人未満の事業所で税務署長の承認を受けた場合にですね、源泉徴収した場合に納入期日

の規定を制定したものでございます。

次に第１５条の読み替え規定の改正でございますけれども、幹線道路の整備に関する

法律なり、さきほどちょっとご説明しました、密集市街地における防災街区の整備に関

する法律だとか、特定住宅金融専門会社の再建債務の処理の促進に関する特別法、また

預金保険法による破たん信用組合の買取り不動産に対する免除とか、そういうことで課

税の免除規定を追加してございます。

次に第１５条の２の改正及び第６項の追加でございますけれども、これは特別保有税

の土地の価格が著しく下落した場合にですね、地価公示価格の水準を勘案して自治大臣

が定める率を掛けまして、平成９年から１１年間の間に課税価格を土地取得価格、また

は修正取得価格で算出するという条項になってございます。

次に、第１６条の４第１項の改正につきましては、ただし書を削りまして第４項を設

けてございます。これにつきましては、平成１０年１月１日から平成１２年１２月３１

日までに行われた土地の譲渡については、町民税を適用しないということで改正になっ

てございます。第１６条の５の改正につきましては、公有地の取得、宅地の供給等にか

かる目的により超短期所有土地の譲渡にかかわる事業所得に関する町民税の分離課税の

特例の廃止でございます。

次、第１７条の第１項の改正につきましては、本文中の第３項の第１号を第４項の第

１号に改めてございます。

次、第２項を追加し課税長期譲渡にかかる町民税の所得割を改正するものでございま

すが、この現行法では特別控除後の譲渡益４，０００万円以下については１００分の４

パーセント、４，０００万円から８，０００万円につきましては１００分の５．５プラ

ス１６万円と、８，０００万円を超える場合につきましては３８０万円と８，０００万



円を控除した金額に１００分の６パーセントを掛けて税額を積算しておりますけども、

改正後につきましてはこれが３つの段階から２段階に変わってございまして、６，００

０万円以下ついては１００分の４、６，０００万円を超える場合につきましては２４０

万円と６，０００万円を控除した金額に１００分の５．５パーセントに相当する金額の

合計としますよということで、これについては税率の緩和になってございます。

次、第１７条の２の第１項の改正につきましては、優良住宅地の造成等のために土地

を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる町民税の課税の特例でございます。

１７条の３第１項の改正につきましては、第１７条の２項の改正と同様でございます。

第１８条の第１項の改正については、地方税法の改正により各項目を整理してござい

ます。

最後に附則といたしまして、町民税に関する経過措置及び固定資産税に関する経過措

置及び特別土地保有税に関する経過措置と、超短期所得土地の譲渡等にかかわる事業所

得にかかる町民税の課税の特例に関する経過措置が、附則が追加されてございます。こ

の条例につきましては、交付の日から施行しまして平成１０年４月１日から適用します。

ただし一部につきましては、平成１１年４月１日から施行するものであります。本文の

説明は省略させていただきたいと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

１７条の関係で、ちょっと私のほうでご説明間違いましたので、ご訂正申し上げたい

と思いますけれども、現行の４，０００万円から８，０００万円が１００分の５．５で

１６万円と言いましたけれど、１６０万円の間違いでございますのでご訂正願いたいと

思います。

［税務課長 小森俊雄君 降壇］

これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言を許します。◎議長（湯浅 亮君）

８番、能登 裕君。

非常に難しい、難しいというか難解というか。ちょっと質問が◎８番（能登 裕君）

まともに合っているかどうかもちょっと私も自身がないんですが、２５条の問題でです

ね納税者の管理、納税管理人の指定の範囲の件なんですが、これ以前からこうあるわけ

ですが、私はこうどうもね機能、改正前の条文なんですが、この条例が機能してなかっ

たんではないのかなと、ほとんど、以前からあるわけです。納税管理人を設けなきゃな

らないという条例あるんですが、ほんとうに以前困ったから不都合生じるから恐らく改

正をしたと思うんです、どういう不都合があったのか、それをまず１点ね。

それとですね、改正ではですね、そういう管理人を置かなければならないと生じた、

なんだ、生じたときに、こう管理人を置くことができるということなんですよね、その

なにか問題が生じたときに管理人を置くことができると、そういうことだと思うんです

が、その問題がおきたことっていうのはですね、恐らくお金、いわゆる納税できないよ

うな状況が生じたときだと思うんです。そのいわゆる、これは管理人といわれてますが

現実的には、一般に保証人に近いようなもの、保証人に近いようなものだと思うんです。

だってこれはですね、一切の、納税に関して一切のものを任されるわけですから、それ

に近いものだと私は理解するわけですが、難しいからちょっと的はずれるかも知れませ

んが、そうなりますとね、問題が生じたときに、いざ管理人になってくれと言われまし

て、言われてもなかなかそれが仮に町内であろうが町外であろうが、極端なこと申しま

して近親者であってもですね、なかなか管理人、こう、納税の管理人にはならないんじ

ゃないのかなと思うんですよ、なりづらい、私も、まあそう言われてもちょっとちゅう



ちょしますからね、借金、金は貸しても保証人になるなと言われるぐらいのことわざ、

言い伝えがあるぐらい、やっぱり保証人に近いようなものというのは、かなり責任を問

われるわけですから、これを改正した場合にほんとうにこれで運用がうまくいくのかど

うかですね、それ２点お願いします。

税務課長、小森俊雄君。◎議長（湯浅 亮君）

納税管理人についてちょっと長くなりますけど、ご説明を◎税務課長（小森俊雄君）

申し上げたいと思いますけれども。納税管理人についてはですね、現在本町で管理人に

お願いしているのはだいたい２６４名ぐらいおります。ただこの規定からいきますとで

すね、３５０件くらいが納税管理者置かなければならんということになりますけれども、

だいたい２６３件ということで、管理人を置いていただいております。それともう一つ

はですね、納税管理人というのは今保証人ということでお話しありましたけれども、実

際には納税者等の委任における代理人ということで、ご理解いただきたいと思います。

それで、これの納税管理者どういう仕事しますかと言いますとですね、税金に関する

申告、申請、請求、届け出ということがまず一つございます。その他にですね、徴収金

の賦課徴収又は還付に関する書類の受領、もう一つは地方税における納付及び賦課金の

受理ですか、ただここで管理人の範ちゅうに含まれない部分ということで、滞納処分に

関することについては、含まれないということで解釈されておりまして、今納税がとど

こおったからその納税管理人がそのかわるということではございません、あくまでも納

税義務者が最終責任を持つと、そしてなぜこう規定が設けられたかと言いますと、ちょ

っと例を申し上げますとですね、納期が来てもちょっと長期に旅行をしたりなんかして、

納期に支払いができない場合にですね、だれかに頼んで行くというような考えがあろう

かと思います。以上です。

８番、能登 裕君。◎議長（湯浅 亮君）

それほど、管理人になられるかたはね、それほど思い責任とい◎８番（能登 裕君）

うものがないという答弁でしたけれども、でもですね、この条文からだけではですね、

なかなかそういう判断がしづらい部分があったわけですが、じゃあそんなに軽いもんで

あればですね、そんなに枠を広げる理由が今までなかったんではないのかなと、恐らく

町内で見つからないから不便を来すから、町外まで枠を広げたと思うんです。なんかそ

んなに簡単なものであればですね、隣近所の人にも、はい、お願いしますでもいいわけ

ですから、なぜ仮に管理人になった人がですね、そうする場合、町がやるとたいへんで

すよね、逆に、その人たちが今度不便を感じるわけですよね、果たしてそれで運用がう

まくいくのかどうか。責任が伴うんであればね分かるんです。それが伴わないんであれ

ばかえって事務処理が、管理人になったかたがですね、しづらいんでないのかなと思う

んですけれども。

税務課長、小森俊雄君。◎議長（湯浅 亮君）

はい、お答え申し上げます。実際納税管理人ということに◎税務課長（小森俊雄君）

つきましては、その納税義務者がですね納税を常にしていただければ、これは管理人と

いうのは置かなくてもいいわけです、はっきりいってね。ただ私どものほうの仕事とし

ては納税完納ということがやっぱり主眼でございますので、ある程度そういう管理人制

度というのが必要であるということで、条文に設置されております。だからこれ自体が

完全に機能をさせるとなるとですね、ものすごい仕事の量になりますけれども、私ども

さきほどご説明したとおり、納税が完納されれば一つの規則といいながらも、機能しな



い部分も出てくるのかなと判断してます。

ほかに。２番、菊地康雄君。◎議長（湯浅 亮君）

たいへんに難しい中身なので理解するのに苦労するわけですけ◎２番（菊地康雄君）

れども、端的に言ってこの改正の概要に書いてあるように、この土地取引の活性化と有

効利用の促進ということが１番の目的だと思うわけです。それで簡単にですね、この町

内に当てはめたときにですね、どの程度の活性化になりうるような内容の改正なのか、

説明願えればありがたいんですけれども。

税務課長、小森俊雄君。◎議長（湯浅 亮君）

お答え申し上げます。今回の条例改正非常に多岐に渡って◎税務課長（小森俊雄君）

ございますけれども、各条文を精査したところによりますと、本町には該当するものが

ございません。今、今回の改正の中で一番重要な点につきましては、さきほどご説明し

ました、非課税の３４万円から３５万円というのが、この１件が本町には該当するんで

はないかと考えてございます。

ほかに。◎議長（湯浅 亮君）

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終結いたします。◎議長（湯浅 亮君）

本件について討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論はないようですので、これから議案第３０号を採決いたし◎議長（湯浅 亮君）

ます。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

［挙手多数］

挙手多数であります。◎議長（湯浅 亮君）

よって議案第３０号は原案のとおり可決されました。

◎日程第４ 議案第３１号 重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第４、議案第３１号、重度心身障害者及び母子家庭等の医◎議長（湯浅 亮君）

療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。提

案者から提案理由の説明を求めます。保健福祉課課長、佐々木裕二君。

［保健福祉課長 佐々木裕二君 登壇］

議案第３１号、重度心身障害者及び母子家庭等の医◎保健福祉課長（佐々木裕二君）

療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をいたします。

次のページご覧いただきたいと思います。提案理由といたしまして、身体障害者福祉

法施行規則の一部が改正され、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害が新たに対

象となったため、本条例の一部を改正し、重度心身障害者の定義を改めようとするもの

であります。このヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害とは、エイズによる機能

障害のことでございます。エイズが新たに対象になったということでございます。

もとに戻りまして、条例本文のご説明を申し上げます。第２条第１項第１号中、直腸

もしくは小腸の次に、もしくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫を加えるものです。附

則といたしましてこの条例は交付の日から施行し、平成１０年４月１日から適用するも

のであります。よろしくご審議のほどお願いいたします。



［保健福祉課長 佐々木裕二君 降壇］

これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言を許します。◎議長（湯浅 亮君）

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終結いたします。◎議長（湯浅 亮君）

本件について討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論はないようですので、これから議案第３１号を採決いたし◎議長（湯浅 亮君）

ます。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

［挙手多数］

挙手多数であります。◎議長（湯浅 亮君）

よって議案第３１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第５ 議案第３２号 財産の取得について

日程第５、議案第３２号、財産の取得についてを議題といたし◎議長（湯浅 亮君）

ます。提案者から提案理由の説明を求めます。総務課長、清水輝男君。

［総務課長 清水輝男君 登壇］

議案第３２号、財産の取得についてご説明申し上げます。◎総務課長（清水輝男君）

１、取得物件でありますが、（１）土地につきましては、所在地上川郡新得町字上佐

幌西３線２０番地１内、ほか３筆でございます。地目は畑１筆５，０５６ 、原野３筆

２８，０２８．９ 、合計４筆３３，０８４．９ であります。（２）立木等でありま

すが、所在地上川郡新得町字上佐幌西３線２０番地２、立木６８．１４ であります。

２、取得の目的でございますが、サッカー場建設用地であります。

３、取得の予定価格でありますが、２４，８１３，６７５円でございます。

４、取得の相手がたといたしまして、上川郡新得町字上佐幌西３線２２番地、八木敏

弘であります。資料といたしまして、次ページに図面を付けてございます。以上よろし

くご審議のほどお願いいたします。

［総務課長 清水輝男君 降壇］

これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言を許します。◎議長（湯浅 亮君）

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終結いたします。◎議長（湯浅 亮君）

本件について討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論はないようですので、これから議案第３２号を採決いたし◎議長（湯浅 亮君）

ます。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

［挙手多数］

挙手多数であります。◎議長（湯浅 亮君）

よって議案第３２号は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会 の 宣 告

これをもって、本会議に付議された案件の審議はすべて終了い◎議長（湯浅 亮君）



たしました。

よって、平成１０年臨時第２回新得町議会を閉会いたします。

（宣告 １５時３５分）
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